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著作権法３０条に関する意見

ﾋﾄ11法人コンピュータソフトウェア将作権協会（ACCS）

'JlL務理竃1F久保田裕

替作権法３０条に関連する事攻として、ＡＣＣＳからは以下の３点につき意見を申し述べま

すので、ご議論、ご検討をお願い申し上げます。

１．３０条１項３号について

ＡＣＣＳは本条項の議論の過総より、録群録画に限定するという結論だけでは不十分であ

り、どの著卿作物を対･象とすることがｲ11応であるかについて議論の上、少なくともプログラ

ムの著作物は対象とすべきである旨主推しています。、Ｆ成２１年１月の勝作権分科会報告書

において「プログラムの著作物について検討」旨記述がなされ、Ｍ内容が平成２１年５月１２

日開催の平成２１年度第一Ir1l法制問題小委貝会においても報告がなされているにも関わらず、

昨年度に検討がなされなかったことについては遺憾の意を表します。

別紙に示したとおり、２０１０年１２月に実施したファイル共有ソフトのクローリング調査

によって、ファイル共有ソフト「Share」上で１日に流通するプログラムの幹作物のうち、

アプリケーションソフトウエアで63,356ファイル、ゲームソフトウエアで約１１２万タイト

ルが違法に流通していると推測されます。これは一例であって、インターネットのｗｅｂサ

イトへの無許諾アップロードやその他のファイル共有ソフトによる「典ｲ』.」（進法アップロ

ードと当該著作物のダウンロードとの述間・連鎖）による被害を考えれば、現在もビジネ

スソブトなどプログラムの著作物全般について万過できない規模であるところです。した

がって、此度、ＡＣＣＳからは、ビジネスソフトや各種のツールアプリケーションなどのプ

ログラムの著作物を、違法にアップロードされたものであると知りながらダウンロードす

る行為を、私的使用目的の腹製の範朋から除外し違法とすることを改めて希望いたしますｂ

なお、昨今では様々なコンテンツがおおよそデジタル化されており、違法にアップロー
ノ

ドされた箸作物がダウンロードされることによって生じる経済的破く海は、音楽・映像やプ

ログラムの著作物に限ったものではないことから、被害の実態やビジネスに対する影響を

勘案した上でその他の著作物についても対象とするか否かについて検肘が必要でのではな

いかと考えます。

また、本条項については刑訴鮒付与を求める意見についてですが、違法な行為であると

されたにも関わらず、､被害状況が何ら変わらないため段階的に椛利を強化するという考え

方に異論はありません。ＡＣＣＳとしては、プログラムの著作物についても進法と知りなが

らダウンロードする行為を刑覗制のある違法行為とすることが望ましいとは考えますが、
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議論の過際において、刑覗罰を科すほどの違法行為ではないという結論によってプログラ

ムの苓作物について木条頃の対象とすることを見送るという結果となることに懸念を抱い

ています｡そのため、現行違法とされている行為に刑事罰を付与するか否かという議論が、

プログラムの薪作物を対象とするかどうかの議論に影響を及ぼさないよう留意して頂きた

く存じます。

２．４７条の３との関係について

プログラムの耕作物については、４７条の３においても複製行為に対する権利制限がなさ

れています。プログラムの著作物は現時点では、頒布されている複製物から新たな複製物

を作成すること（プログラムのコンピュータへのインストール）がおおよそ必須となって

いること、雌史的にコンピュータごとにプログラムのカスタマイズが必要であったことな

どの理由からこのような.}冊慨が執られているところですが、その結果、プログラムの軽作

物においては私的使川ll的での複製だけでなく、それ以外の目的であっても複製椎が制限

されています。

私的使川ｌｌ的での核製の観点でいえば、３０条、４７条の３のいずれにおいても複製が可能

となることから、３０条からプログラムの箸･作物を違法と知りながらダウンロードする行為

が違法となった場合に、違法とされる複製を行って保有した複製物であっても、それを川

いて４７条の３において襖製を行えばインストールする行為は業務上似使用する場合でない限

り適法となるという可能性があります。

このような那態を生じさせないために、４７条の３から複製物を使用する権限を取得した

ときに違法に複製されたことを知っていた場合には当該複製物を使用して行う複製を除外

し、迷法とすることについても検討していただきたく存じます。

3.その他

技術やネットワークの発達によって著作物の利用方法が多様化してきていることから、

私的使用目的での複製がどこまで許容されるのかが明確でなくなってきていることに危‘膜

を覚えるところです。法条文上は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲

内において使川することをⅡ的とするとの要件だけが定められており、物理的な範I川や複

製の態様については特段の定めがないことから、権利制限がなされるか否かの判|脈が難し

くなっていると考えられます。ＡＣＣＳとしてはこれまで想定していなかった技術やビジネ

スの進展によって、私的使川|I的であっても著作者の正当な利益が害される場合には椛利

制限されるべきではないと考えますので、本条において適法とされる範開を技術やビジネ

スヒのサービスなどを|,りj案した上で明確にすること及びその範囲を利用者に対してl1il知す

る必要があるのではないかと,思料いたします。

以上


